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【
公
布
さ
れ
た
条
例
等
の
あ
ら
ま
し
】

●

特
別
職
の
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則

第
六
十
二
号
）

一

徳
島
県
卸
売
市
場
審
議
会
の
廃
止
に
伴
う
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
六
十
三
号
）

一

徳
島
県
卸
売
市
場
審
議
会
の
廃
止
に
伴
う
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

消
防
保
安
課
に
運
航
安
全
管
理
幹
を
置
く
こ
と
と
し
た
。

三

そ
の
他
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

四

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
三
に
つ
い
て

は
公
布
の
日
か
ら
、
二
に
つ
い
て
は
同
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
六
十
四
号
）

一

老
人
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
職
業
能
力
開
発
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
六
十
五
号
）

一

徳
島
県
立
南
部
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル
の
塗
装
技
術
科
を
カ
ラ
ー
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
塗
装
科
に
改
め
る

こ
と
と
し
た
。

二

徳
島
県
立
西
部
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル
の
ボ
デ
ー
リ
ペ
ア
科
を
自
動
車
整
備
科
に
改
め
、
短
期
課
程
の

普
通
職
業
訓
練
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

四

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
三
に
つ
い
て
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
卸
売
市
場
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
（
規
則
第
六
十
六
号
）

一

徳
島
県
卸
売
市
場
条
例
施
行
規
則
は
、
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。



徳
島
県
規
則
第
六
十
二
号

特
別
職
の
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
六
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

特
別
職
の
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

特
別
職
の
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
一
の
徳
島
県
卸
売
市
場
審
議
会
委
員
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
規
則
第
六
十
三
号

徳
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
六
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
徳
島
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
第
十
八
条
第
二
項
の
表
大
学
・
産
業
創
生
室
長
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

運
航
安
全
管
理

消
防
保
安
課

上
司
の
命
を
受
け
、
消
防
防
災
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
運
航
の

幹

安
全
の
確
保
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
。

別
表
第
二
観
光
政
策
課
の
項
第
十
三
号
中
「
、
国
際
課
」
を
削
り
、
同
表
も
う
か
る
ブ
ラ
ン
ド
推
進
課

の
項
第
十
七
号
を
削
り
、
同
表
も
う
か
る
ブ
ラ
ン
ド
推
進
課
の
輸
出
・
六
次
化
推
進
室
の
項
中
第
十
八
号

を
第
十
七
号
と
し
、
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
表
第
五
徳
島
県
東
部
県
税
局
の
項
中
第
九
号
を
削
り
、
第
十
号
を
第
九
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十

号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一

吉
野
川
市
及
び
阿
波
市
の
区
域
に
所
在
す
る
小
学
校
及
び
中
学
校
に
勤
務
す
る
市
町
村
立
学

校
職
員
給
与
負
担
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
職
員
（
次
号

に
お
い
て
「
職
員
」
と
い
う
。
）
の
旅
費
に
係
る
予
算
の
執
行
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
八
中
第
五
十
一
号
を
削
り
、
第
五
十
二
号
を
第
五
十
一
号
と
し
、
第
五
十
三
号
か
ら
第
七
十
九

号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
観
光
政
策
課
の
項
の

改
正
規
定
及
び
別
表
第
五
徳
島
県
東
部
県
税
局
の
項
の
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
十
八
条
第
二
項

の
改
正
規
定
は
同
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
規
則
第
六
十
四
号

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
六
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
八
年
徳
島
県
規
則
第
九
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
様
式
第
一
号
中
「条

例
定
款
そ
の
他
の
基
本
約
款

」
を
「届

出
者
の
登
記
事
項
証
明
書
又
は
条
例

」

，

「８
添
付
書
類

に
改
め
、
「及

び
経
歴

」
及
び

⑴
収
支
予
算
書

を
削
る
。

⑵
事
業
計
画
書

」

「８
添
付
書
類

⑴
土
地
及
び
建
物
に
係

様
式
第
四
号
中
「そ

の
他
主
な
職
員

」
及
び
「及

び
経
歴

」
を
削
り
、

⑵
市
町
村
が
そ
の
区
域

し
よ
う
と
す
る
区
域
の

⑶
国
都
道
府
県
及
び

，

款
そ
の
他
の
基
本
約
款

る
権
利
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

「８
添
付
書
類

外
に
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
施
設
を
設
置

，
を

国
都
道
府
県
及

，
市
町
村
の
同
意
書

者
の
登
記
事
項
証
明

市
町
村
以
外
の
者
が
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は

定
，

」

び
市
町
村
以
外
の
者
が
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は

届
出

に
改
め
る
。

，

書

」

「２
施
設
の
地
理
的
状
況

様
式
第
五
号
中

を
「２

建
物
の
規
模
及
び
構

３
建
物
の
規
模
及
び
構
造
並
び
に
設
備
の
概
要

」

造
並
び
に
設
備
の
概
要

」
に
、
「４

」
を
「３

」
に
、
「５

入
所
定
員

」
を
「４

入
所
定
員

」
に
、

「９
添
付

「６
職
員

」
を
「５

職
員

」
に
、
「７

」
を
「６

」
に
、
「８

」
を
「７

」
に
改
め
、

⑴
土

⑵
当

し
よ

書
類

地
及
び
建
物
に
係
る
権
利
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

を
削
る
。

該
市
町
村
の
区
域
外
に
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は

そ
の
施
設
を
設
置

，

う
と
す
る
区
域
の
市
町
村
の
同
意
書

」

「２
施
設
の
地
理
的
状
況

様
式
第
五
号
の
二
中

を
「２

建
物
の
規
模
及



３
建
物
の
規
模
及
び
構
造
並
び
に
設
備
の
概
要

」

び
構
造
並
び
に
設
備
の
概
要

」
に
、
「４

」
を
「３

」
に
、
「５

入
所
者

」
を
「４

入
所
者

」
に
、

「６
職
員

」
を
「５

職
員

」
に
、
「７

」
を
「６

」
に
、
「８

」
を
「７

」
に
、
「９

事
業
開
始

「1
0
添
付
書
類

の
年
月
日

」
を
「８

事
業
開
始
の
予
定
年
月
日

」
に
改
め
、

⑴
土
地
及
び
建
物
に
係
る
権
利
関

⑵
当
該
市
町
村
の
区
域
外
に
施
設

し
よ
う
と
す
る
区
域
の
市
町
村
の

係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

を
削
る
。

を
設
置
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は

そ
の
施
設
を
設
置

，

同
意
書

」

「２
施
設
の
地
理
的
状
況

様
式
第
六
号
中
「印

」
を
「㊞

」
に
改
め
、

を

３
建
物
の
規
模
及
び
構
造
並
び
に
設
備
の
概
要

」

「２
建
物
の
規
模
及
び
構
造
並
び
に
設
備
の
概
要

」
に
、
「４

施
設

」
を
「３

施
設

」
に
、
「５

入
所
定
員

」
を
「４

入
所
定
員

」
に
、
「６

職
員

」
を
「５

職
員

」
に
、
「７

」
を
「６

」
に

「９
資
産
の
状
況

、
「８

」
を
「７

」
に
、

1
0
添
付
書
類

⑴
土
地
及
び
建
物
に
係
る
権
利
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

⑵
定
款
そ
の
他
の
基
本
約
款

⑶
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
区
域
の
市
町
村
の
意
見
書

を
「８

添
付
書
類

に
改
め
る
。

書
類

申
請
者
の
登
記
事
項
証
明
書

」

」

「２
施
設
の
地
理
的
状
況

様
式
第
七
号
中
「印

」
を
「㊞

」
に
改
め
、

を

３
建
物
の
規
模
及
び
構
造
並
び
に
設
備
の
概
要

」

「２
建
物
の
規
模
及
び
構
造
並
び
に
設
備
の
概
要

」
に
、
「４

施
設

」
を
「３

施
設

」
に
、
「５

入
所
者

」
を
「４

入
所
者

」
に
、
「６

職
員

」
を
「５

職
員

」
に
、
「７

協
力
病
院

」
を
「

６
協
力
病
院

」
に
、
「８

」
を
「７

」
に
、
「９

事
業
開
始
の
年
月
日

」
を
「８

事
業
開
始
の
予

「1
0
資
産
の
状
況

定
年
月
日

」
に
、

1
1
添
付
書
類

⑴
土
地
及
び
建
物
に
係
る
権
利
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

⑵
定
款
そ
の
他
の
基
本
約
款

⑶
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
区
域
の
市
町
村
の
意
見
書

」



を
「９

添
付
書
類

に
改
め
る
。

申
請
者
の
登
記
事
項
証
明
書

」

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
様
式
に
相
当
す
る
改
正
前
の
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
に
定
め
る

様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。



徳
島
県
規
則
第
六
十
五
号

徳
島
県
職
業
能
力
開
発
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
六
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
職
業
能
力
開
発
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
職
業
能
力
開
発
校
管
理
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
徳
島
県
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
号
中
「
及
び
」
の
下
に
「
徳
島
県
立
南
部
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル
の
」
を
加
え
る
。

別
表
の
一
の
表
徳
島
県
立
西
部
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル
の
項
を
削
る
。

別
表
の
二
の
表
徳
島
県
立
南
部
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル
の
塗
装
技
術
科
の
項
の
項
名
を
「
カ
ラ
ー
コ
ー
デ
ィ

「

ネ
ー
ト
塗
装
科
」
に
改
め
、
同
二
の
表
徳
島
県
立
西
部
テ
ク
ノ
ス
ク
ー
ル
の
項
中

住

宅

建

築
科

「

住

宅

建

築
科

一
五
人

一
年

四
月

一
五
人

一
年

四
月

を
」

自
動
車
整
備
科

一
五
人

一
年

四
月

に
改
め
る
。

」

様
式
第
二
号
及
び
様
式
第
二
号
の
二
中
「引

き
受
け
る
と
と
も
に

在
校
中
に
生
ず
る
一
切
の
債
務
に

，

つ
い
て

本
人
と
連
帯
し
て
責
任
を
負
い
ま
す

」
を
「引

き
受
け
ま
す

」
に
改
め
る
。

，

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式
第
二
号
及
び
様
式
第
二
号
の

二
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

改
正
後
の
別
表
の
一
の
表
の
規
定
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
以
後
に
入
校
す
る
者
に
つ
い
て
適
用
し

、
同
日
前
に
入
校
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

改
正
後
の
様
式
第
二
号
及
び
様
式
第
二
号
の
二
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
公
布
の
日
以
後
に
提
出
さ

れ
る
徳
島
県
職
業
能
力
開
発
校
管
理
規
則
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
誓
約
書
及
び
同
条
第
三
項
に

規
定
す
る
保
証
人
変
更
届
（
以
下
「
誓
約
書
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
提
出
さ

れ
た
誓
約
書
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
徳
島
県
職
員
被
服
等
貸
与
規
則
の
一
部
改
正
）

４

徳
島
県
職
員
被
服
等
貸
与
規
則
（
昭
和
四
十
年
徳
島
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
徳
島
県
職
業
能
力
開
発
校
の
項
中
「
、
ボ
デ
ー
リ
ペ
ア
科
」
を
削
り
、
「
塗
装
技
術
科
」
を
「



カ
ラ
ー
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
塗
装
科
」
に
改
め
る
。



徳
島
県
規
則
第
六
十
六
号

徳
島
県
卸
売
市
場
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
六
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
卸
売
市
場
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

徳
島
県
卸
売
市
場
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
徳
島
県
規
則
第
二
十
四
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
訓
令
第
九
号

庁

中

一

般

東

部

各

局

各

セ

ン

タ

ー

等

各

総

合

県

民

局

徳
島
県
教
育
委
員
会
事
務
局

徳
島
県
人
事
委
員
会
事
務
局

徳

島

県

監

査

事

務

局

徳
島
県
労
働
委
員
会
事
務
局

徳
島
県
収
用
委
員
会
事
務
局

徳

島

県

警

察

本

部

徳

島

県

議

会

事

務

局

徳
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
六
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

徳
島
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
徳
島
県
訓
令
第
百
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
四
環
境
指
導
課
の
項
部
長
の
欄
第
二
号
中
「
第
十
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
産
業
廃
棄
物

の
再
生
利
用
の
た
め
の
処
分
を
業
と
し
て
行
う
者
の
指
定
」
を
「
に
関
す
る
次
の
こ
と
。
」
に
改
め
、
同

号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１

第
十
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
の
再
生
利
用
の
た
め
の
処
分
を
業
と
し
て
行

う
者
の
指
定
及
び
同
条
第
十
号
の
規
定
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
の
処
分
又
は
再
生
を
業
と
し
て
行
う

者
の
指
定

２

第
十
条
の
十
五
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
分
又
は
再
生
を
業
と
し
て

行
う
者
の
指
定

別
表
第
四
環
境
指
導
課
の
項
課
長
の
欄
第
三
号
中
「
第
九
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
の
再

生
利
用
の
た
め
の
収
集
又
は
運
搬
を
業
と
し
て
行
う
者
の
指
定
」
を
「
に
関
す
る
次
の
こ
と
。
」
に
改
め

、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１

第
九
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
の
再
生
利
用
の
た
め
の
収
集
又
は
運
搬
を
業
と
し

て
行
う
者
の
指
定
及
び
同
条
第
十
四
号
の
規
定
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
を
業
と
し

て
行
う
者
の
指
定

２

第
十
条
の
十
一
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
収
集
又
は
運
搬
を
業
と
し
て

行
う
者
の
指
定

別
表
第
四
と
く
し
ま
回
帰
推
進
課
の
項
部
長
の
欄
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

地
域
人
口
の
急
減
に
対
処
す
る
た
め
の
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元

年
法
律
第
六
十
四
号
）
に
関
す
る
次
の
こ
と
。

１

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
協
同
組
合
の
認
定
並
び
に
同
条
第
六
項

（
第
六
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
申
請
者
に
対
す
る
通
知

及
び
公
示



２

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
公
示

３

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
有
効
期
間
の
更
新

４

第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し
並
び
に
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働

大
臣
へ
の
通
知
及
び
公
示

５

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
適
合
命
令
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
改
善
命
令

６

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
停
止
命
令
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示

別
表
第
四
と
く
し
ま
回
帰
推
進
課
の
項
課
長
の
欄
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

地
域
人
口
の
急
減
に
対
処
す
る
た
め
の
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
関
す
る

次
の
こ
と
。

１

第
三
条
第
五
項
（
第
五
条
第
三
項
及
び
第
六
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
市
町
村
長
の
意
見
の
聴
取

２

第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
の
受
理
及
び
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
公
示

３

第
八
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
の
届
出
の
受
理

４

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
並
び
に
当
該
職
員
に
よ
る
立
入
検
査
及
び
質
問

別
表
第
四
国
保
・
自
立
支
援
課
の
項
部
長
の
欄
第
四
号
中

を

と
し
、
２
か
ら

ま
で
を
１
ず
つ
繰

11

12

10

り
下
げ
、
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２

第
三
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
日
常
生
活
支
援
住
居
施
設
の
認
定

別
表
第
四
国
保
・
自
立
支
援
課
の
項
部
長
の
欄
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、

第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

日
常
生
活
支
援
住
居
施
設
に
関
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
等
を
定
め
る
省
令
（
令
和
二

年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し
及
び
効
力
の
停
止

別
表
第
四
国
保
・
自
立
支
援
課
の
項
課
長
の
欄
中
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
十
二

号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

日
常
生
活
支
援
住
居
施
設
に
関
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
等
を
定
め
る
省
令
第
四
条
の

規
定
に
よ
る
公
示

別
表
第
四
も
う
か
る
ブ
ラ
ン
ド
推
進
課
の
項
部
長
の
欄
第
一
号
の
１
か
ら
８
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

１

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
及
び
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
公
示

２

第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

３

第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

４

第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
及
び
第
十
四
条
に

お
い
て
準
用
す
る
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
示

５

第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
導
及
び
助
言

６

第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
措
置
命
令

７

第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し
及
び
第
十
四

条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示

８

第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
受
理

別
表
第
四
も
う
か
る
ブ
ラ
ン
ド
推
進
課
の
項
部
長
の
欄
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、

第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
課
長
の
欄
第
一
号
中
「
第
六
十
六
条
第
一
項
」

を
「
第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三



号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
同
欄
第
五
号
の
１
中
「
同
条
第
二
項
」
及
び
「
同
条
第
三

項
」
の
下
に
「
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
「
旨
」
を
「
旨
等
」

に
改
め
、
同
号
の
３
中
「
同
条
第
三
項
」
及
び
「
同
条
第
四
項
」
の
下
に
「
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
号
を
同
欄
第
四
号
と
し
、
同
欄
第
六
号
の
６
中
「
及
び
」
を
「

、
」
に
改
め
、
「
販
売
業
者
か
ら
の
報
告
の
徴
収
」
の
下
に
「
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
農
林
水

産
大
臣
へ
の
報
告
」
を
加
え
、
同
号
中
７
を
削
り
、
８
を
７
と
し
、
９
を
８
と
し
、
同
号
を
同
欄
第
五
号

と
し
、
同
欄
中
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
同
欄
第
十

号
の
２
中
「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
九
号
と
し
、
同
欄
中
第
十
一
号
を
第
十
号

と
し
、
第
十
二
号
を
第
十
一
号
と
し
、
同
表
畜
産
振
興
課
の
項
部
長
の
欄
第
四
号
の
１
中
「
家
畜
伝
染
病

」
を
「
特
定
家
畜
伝
染
病
」
に
改
め
、
同
号
の
４
中
「
及
び
」
を
「
、
」
に
改
め
、
「
命
令
」
の
下
に
「

及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
」
を
加
え
、
同
号
中

及
び

を
削
り
、

を

と
し
、

を

12

13

11

13

10

12

と
し
、
同

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

12第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
飼
養
衛
生
管
理
の
方
法
を
改
善
す
べ
き
こ
と
の
勧
告

11
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
の
命
令
及
び
同
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
公
表

別
表
第
四
畜
産
振
興
課
の
項
部
長
の
欄
第
四
号
中
９
を

と
し
、
同

の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

10

10

９

第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
消
毒
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
消
毒
を
受
け
る

こ
と
の
要
求
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
行
の
制
限
又
は
遮
断

別
表
第
四
畜
産
振
興
課
の
項
課
長
の
欄
第
二
十
号
の
８
中
「
第
十
二
条
の
三
第
四
項
」
を
「
第
十
二
条

の
三
第
五
項
」
に
改
め
、
同
表
水
産
振
興
課
の
項
部
長
の
欄
第
五
号
の
１
か
ら
８
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。１

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
及
び
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
公
示

２

第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

３

第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理

４

第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
及
び
第
十
四
条
に

お
い
て
準
用
す
る
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
示

５

第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
導
及
び
助
言

６

第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
措
置
命
令

７

第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し
及
び
第
十
四

条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
示

８

第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
受
理

別
表
第
四
水
産
振
興
課
の
項
部
長
の
欄
中
第
六
号
を
削
り
、
同
欄
第
七
号
の
２
中
「
第
八
十
六
条
第
三

項
、
」
を
削
り
、
同
号
を
同
欄
第
六
号
と
し
、
同
欄
中
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十
一
号

ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
課
長
の
欄
第
四
号
中
「
第
六
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
十
四
条
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
二
条
第
二
項
」
に
、
「
の
徴
収
及
び
職
員
」
を
「
若
し
く
は
資
料
の
提
出
の
要

求
又
は
当
該
職
員
」
に
改
め
、
同
欄
第
五
号
を
削
り
、
同
欄
第
六
号
の
６
中
「
第
八
十
六
条
第
四
項
、
」

を
削
り
、
同
号
を
同
欄
第
五
号
と
し
、
同
欄
中
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
都
市
計
画
課
の
項
部
長
の
欄
第
四
号
中
５
を
削
り
、
６
を
５
と
し
、
７
か
ら

ま
で
を
１
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

29
別
表
第
六
の
三
徳
島
県
こ
ど
も
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
の
長
の
項
第
三
号
の
５
中
「
第
十
一
条
第
三
項
」



を
「
第
十
一
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
六
月
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
四
も
う
か
る
ブ
ラ
ン
ド
推

進
課
の
項
及
び
水
産
振
興
課
の
項
の
改
正
規
定
は
同
月
二
十
一
日
か
ら
、
同
表
畜
産
振
興
課
の
項
の
改
正

規
定
は
家
畜
伝
染
病
予
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
十
六
号
）
の
施
行
の
日
か
ら

施
行
す
る
。


